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【めざす児童像】 【よしコッピ】 今月のいきいき中島っ子 学びの

○あかるく たくましい子ども （体) 吉子川小学校 十か条（１０月）

○やさしく おもいやりのある子ども（徳) のあやめの花に きまり、ルールは守ってあたり前

○めあてをもって がんばる子ども （知） 住む小鳥の妖精 落ち着いた環境で高まる集中力

◇ いじめはだめ！絶対に！ 子どもたちをＳＮＳトラブルから守る！ ◇

児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の

児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものも含む。）であっ

て、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内

外を問わない。「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが

重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要な

ものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の

上、警察と連携した対応を取ることが必要である。【文部科学省 HP いじめ防止対策推進法 より抜粋】

１日（火）５校時に、６年生と「すまあと通信第９号」を基に、情

報モラルに関する授業を行いました。また、いじめ防止対策推進法に

もふれ、いじめは犯罪になるのかについて考えました。「いじめ罪」は

ないけれども、いじめ行為が別に定められている犯罪（暴行罪、傷害

罪、器物破損罪、侮辱罪、名誉毀損罪、強要罪、脅迫罪等）に該当す

ることがあると、子どもたちは初めて知ったようでした。もちろん、

犯罪になるからではなく、大事な自分と大事な友達の心と体を守るた

めに「情報モラルを守る」、「いじめを絶対にしない」あやめっ子であるよ
う、全職員で指導にあたります。各家庭の皆様のご理解とご協力をお

願いいたします。

なお、各家庭におかれましては、ＰＣやスマホを子どもが使用する

にあたっては、フィルタリングが必要です。メディアコントロールも含め、
子どもたちの様子の見守りをお願いします。

「インターネット使用における６つの危険性」 今年５２人目・５３人目の

①やりすぎ注意・・・家庭でのルールを決めることが大切です。 読書賞受賞者です！

②ネットいじめ・・・インターネットは顔が見えないので、言葉のニュアンス

が伝わりにくく、そのつもりはなくても…ということがあります。 ４年読書賞 品田 瑠那さん
誹謗中傷は厳禁です。 水野谷陽菜さん

③あやしい情報・・・「いますぐ、ここをクリック…」などの嘘のメールに反

応しないようにしましょう。

④誘い出し、なりすまし・・・ネット上で友達になった人が、いい人ばかりと

は限りません。悪意を持って接触しようとする場合もあります。

⑤個人情報の流出・・・ＳＮＳでの発信により、個人情報がネット上にさら

される危険があります。他の人の情報なども、アップしてはいけません。

⑥ネット詐欺・・・金品の要求、誘導による詐欺事件が増えています。怪し

い場合はすぐに大人に相談するようにしましょう。


